
平 成 2 8 年 9 月  2 9 日

2 8 （ 達 ） 第 2 1  号

（ 改正） 平 成 3 0 年 3 月  2 8 日

2 9 （ 達 ） 第 5 2 号

（ 改正） 令 和 3 年 3 月  2 4 日

令 0 2 （ 達 ） 第 4 9 号

利害関係者等と の 接触に 関する 留意事項について

（ 目 的 ）

第１ 条 こ の 達は 、 役員及び機構と 雇用関係に あ る 職員等（ 以下「 役職員等」 と い う 。 ） 


が 役職員倫理規程（ 1 7（ 規程） 第 47 号 。 以下「 規程」 と い う 。 ） 第４ 条第３ 項に規


定する 利害関係者並びに 国会議員及び地方議会議員（ 以下「 利害関係者等」 と い う 。 ） 


と 職務に 関 し 接触する 場合におけ る 留意事項を 定め 、 職務遂行の公正さ に 対する 国 


民の 信頼を 確保する こ と を 目 的 と する 。

（ 留意事項）

第２ 条 役職員等は 、 利害関係者等と の 接触に おいて規程及び次の 各号に掲げる 留意


事項を 遵守し な け ればな ら な い 。

（ １ ） 利害関係者等と 接触する 場合に は 、 「 機構役職員と し て の 自 覚 」 を 持っ て誠実


に 接する こ と 。

（ ２ ） 利害関係者等と 接触する 場合は 、 原則と し て複数名で対応する こ と 。 た だし 、 


業務用カ ウ ン タ ー等開放さ れたス ペース に おいて接触する 場合は 、 こ の 限 り でな 


い 。

（ ３ ） 役職員等は 、 やむを 得ず単独で利害関係者等と 接触する 場合に は 、 原則と し て 


事前に 上司 の 了解を 得る も の と する 。

（ ４ ） 利害関係者等と の 接触は 、 原則と し て機構内会議室等で行う こ と 。 ただし 、 事


前に 上司 の 了解を 得た場合は 、 こ の 限 り でな い 。

（ ５ ） 役職員等は 、 利害関係者等と 職務に 関 し 接触し た場合、 その 概要を 記録し な け 


ればな ら な い 。 な お 、 記録と し て残すべき 利害関係者等と の 接触については 、 総


務部長が別途定め る 。

（ ６ ） 記録については 、 総務部に て取り ま と め 公表する 。 ま た 、 記録及び公表を 行う 


こ と は 、 あ ら かじ め 利害関係者等に 明 示し な け ればな ら な い 。

（ ７ ） 役職員等は 、 利害関係者等と の 接触に おいて 、 機構の 諸規程等への抵触その他


コ ン プラ イ ア ン ス 上の 問題が発生又はその おそれがあ る と 認め ら れた場合、 通報


規程（ 1 7（ 規程） 第 45 号 ） 第３ 条に 基づき 速やかに総務部長へ通報し な け ればな 


ら な い 。

（ 補足 ）

第３ 条 こ の 達の 運用に 関 し 必要な事項は 、 総務部長が別に定め る こ と が でき る 。



附 則

こ の 達は 、 平成 28 年 1 0 月  1 日 から 施行する 。

附 則（ 平成 3 0 年 3 月  2 8 日  2 9 （ 達） 第 52 号 ）

こ の 達は 、 平成 3 0 年 4 月  1 日 から 施行する 。

附 則（ 令和 3 年 3 月  2 4 日  令 02 （ 達） 第 49 号 ）

こ の 達は令和 3 年 4 月  1 日 から 施行する 。


